
岩手県告示第186号 

 土地区画整理法（昭和29年法律第119号）第39条第１項の規定により、次のとおり土地区画整理組合の定款の変更を認可した。 

  平成27年３月10日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

１ 土地区画整理組合の名称 滝沢村狐洞土地区画整理組合 

２ 事業施行期間 平成14年10月４日から平成28年３月31日まで 

３ 施行地区 滝沢市鵜飼迫、鵜飼洞畑、鵜飼狐洞、鵜飼向新田及び鵜飼白石の各一部 

４ 事務所の所在地 滝沢村鵜飼字狐洞97番地６ 

５ 設立認可の年月日 平成14年９月24日 

６ 変更の内容 

 (１) 事務所の所在地の変更 

   （変更前）滝沢村鵜飼字狐洞97番地６ 

   （変更後）滝沢市鵜飼狐洞97番地６ 

 (２) 公告の方法の変更 

   （変更前）事務所の掲示場及び滝沢村役場に掲示してするものとする。 

   （変更後）事務所の掲示場及び滝沢市役所に掲示してするものとする。 

７ 変更認可の年月日 平成27年３月10日 
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